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は じ め に 

 

近年、地域における生活や福祉を取り巻く環境はめまぐるしく変化しており、少子高齢

化、核家族化、ひとり暮らしの高齢者をはじめ生活困窮、地域での人と人とのつながりの

希薄化など、暮らしてゆくうえでの課題は複雑、多様化しております。 

 

これらの状況を踏まえ、町民のニーズに応え、社協事業や福祉サービスを計画的に活動 

するとともに、令和７年３月に町が策定した「南幌町地域福祉計画」と各福祉関係計画と

整合を図り、「第１期 南幌町福祉実践計画」を策定しました。 

 

 社会福祉協議会は「町民が安心して暮らせる福祉のまちづくり」を使命とし、現在の事

業とこれからの福祉問題について、町民をはじめ、行政区・町内会、民生委員・児童委員、

ボランティア団体の協力や福祉サービス事業者、福祉団体、専門機関、行政などと密に連

携し、地域福祉活動に取り組んでいきますので、さらなるご支援とご協力をお願い申し上

げます。 

 

 結びになりますが、本計画の策定にあたり、ご審議をいただいた策定委員の皆様をはじ

め、アンケート調査にご協力をいただきました関係団体の皆様、ご意見・ご指導を賜りま

した関係各位に心から厚く感謝とお礼を申し上げます。 

 

 

 

令和８年３月 

 

 

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会 

会 長 本 間 秀 正 
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第１章 計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の背景と趣旨 

 近年、我が国は社会環境の変化に伴い、様々な問題が生じており、私たちが生活する地

域社会においても、かつての地域とのつながりが希薄化するなど大きく変容しています。 

また、ライフスタイルの変化により、引きこもり、ダブルケアや８０５０問題など住民一

人ひとりが抱える課題は多様化しており、社会福祉の目的も大きく変化しています。 

 そのため、介護、障がい、子ども、困窮など、分野ごとに縦割りとなっていた体制を本

人・属性に関わらず、丸ごと受け止め一体的に対応する支援体制への転換を図っていくこ

とが求められています。 

 このような社会背景から、住み慣れた地域で暮らし続けるために、高齢者支援として推

進してきた、分野や主体間を超えた連携による支え合いの仕組み「地域包括ケアシステム」

と地域に暮らす住民全てが支え合う仕組みの「地域共生社会」の実現が重要となっていま

す。 

 こうした状況の中、令和７年３月に策定されました「南幌町地域福祉計画」の基本理念

である「いつまでも、住み慣れた地域で、ともに支え合い、安心して暮らせるまちづくり」

を目指し、地域に必要とされる社会福祉協議会の役割を確認し、「南幌町地域福祉実践計画」

を策定し、地域福祉を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語解説 

《ダブルケア》 

   子育てと介護を同時に担う（世帯）のこと。 

《8050 問題》 

   ５０歳代のひきこもりの子どもを８０歳代の高齢の親が面倒を見ること。 

 《地域包括ケアシステム》 

   高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる

よう、「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」が切れ目なく一体的に提供され

る体制のこと。 

《地域共生社会》 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超え、地域住民

や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超

えて「丸ごと」につながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に

創っていく社会のこと。 
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２ 計画の位置づけ 

 地域福祉実践計画は、地域住民やボランティア団体、福祉や介護事業者等の民間団体が

相互に協力して地域福祉を推進していくことを目的とする民間の活動・行動計画です。 

 「南幌町地域福祉計画」との整合性を図りながら、社会福祉法第１０９条の規定で地域

福祉の推進役として位置づけられ、南幌町社会福祉協議会が中心となって策定するもので

す。 

 

 

３ 計画の期間 

  本計画の期間は令和８年度から令和１３年度までの６年間とします。 

  なお、令和１１年度に中間見直しを行い、計画の進捗状況や制度改革、新たな課題に 

対応し、実情に合った内容にしていきます。 

 

 

【各計画の期間】        

  R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

南幌町総合計画 第６期（後期） 第７期（前期） 

南幌町地域福祉計画 第１期 

南幌町地域福祉実践計画 － 第１期 

南幌町介護保険事業計画及び高齢者福

祉計画 
第９期 第１０期 第１１期 

南幌町障がい者計画 第４期 第５期 

南幌町障がい福祉計画 第７期 第８期 第９期 

南幌町障がい児福祉計画 第３期 第４期 第５期 

南幌町子ども・子育て支援事業計画 第３期 第４期 

南幌町自殺対策行動計画 第２期 第３期 
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４ 計画作成の体制 

  （１）職員研修会 

    本計画を策定するにあたり、北海道社会福祉協議会より担当職員を招き、職員向 

けの研修会を令和７年２月２８日に実施しました。 

 

（２）策定委員会による審議 

    学識経験者、行政区長会、福祉関係者など９名及び北海道社会福祉協議会よりオ 

ブザーバー２名、社協事務職員５名で構成した「南幌町地域福祉実践計画策定委員 

会」を設置し、本計画について審議しました。 

 

令和７年 ９月 １日 第１回 策定委員会 

 ・計画の概要説明 ・アンケート調査結果 

 ・実践計画にかかる基礎知識 

令和７年１１月１９日 第２回 策定委員会 

 ・グループワーク 

   社会福祉協議会について 

   現在の福祉事業について 

   社会福祉協議会に求めていくもの 

令和８年 ２月２７日 第３回 策定委員会 

 ・計画素案の最終決定について 

 

 

5 住民の意識・意向と課題 

（１）アンケート調査による住民意識・意向の把握 

   本計画を策定するにあたり、基礎資料とするため、アンケート調査を実施しました。 

     配布数 1,200 人 回答数 512 人（42.7％） 

     実施期間  令和 7 年 4 月から 7 月 

 

 ■ ご近所の方とかかわりについて 

    ・顔が合えば立ち話をする程度が 44.3%、あいさつをする程度が 31.3%の回 

答があったが、ほとんどつきあいはない、どんな人が住んでいるかわからな 

いが 4.1%の回答であった。 

    ・今後手助けしてほしいことは、「相談相手になってほしい」、「病気などの看病 

や救急車を呼んでほしい」、「簡単な家の補修や掃除、草刈、除雪」、「一人暮ら 

しや家族が留守の時の見守り」の回答は高齢者と思われる。 
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■ 地域福祉に関する活動について 

・町内会の活動（27.4％）、老人クラブの活動（18.8％）、社会福祉協議会の活動 

は 7.3%となっている。活動したことがない（7.7%）と回答の中では「仕事や家

事で忙しいから」が 64%となった。 

    ・新たなボランティア活動者を増やす取り組みはボランティアの必要性（22.1%）、 

    ボランティア活動からの口コミ、誘い（21.6％）、ボランティア活動に対する PR、 

広報誌での周知（18.7％）の回答があった。 

 

■ 日常生活における悩みや不安について 

・自分や家族の健康・介護のこと（19.4％）、高齢になってからのひとり暮らし 

（14.9％）、災害のこと（14.2％）についての回答があった。 

    ・相談する相手は家族・親族（36.9％）、友人・近所の人（33.6％）が多い回答 

となった。 

 

■ 災害時の対応 

・災害が発生した時、ひとりで避難できる（56.3％）、介助があれば避難できる

（18.6％）と回答があった。回答なしが約 25％、避難できない理由を見て、今後

再調査が必要と感じた。 

    ・手助けが必要な方の支援の取り組みとして、地域と行政が協力（41.0％）、自治 

防災組織、自治体、地域での取り組み（15.6％）との回答があった。 

 その他回答の意見として、「手助けが必要な人がわからない」、「地域で避難でき 

ない人をリストアップ」との回答があったが、個人情報の問題が課題となった。 

 

■ 地域福祉施策について 

・社会福祉協議会の活動について、共同募金（14.4％）、ひだまりサロン 

（12.8％）、ボランティアフェスタなんぽろ（11.1％）、健康マージャン 

（10.8％）との回答があった。 

・地域の担当民生委員児童委員について、知っている（34.4％）との回答があっ 

たが、意外に知られていないのではないかと思われる。 

・これから始めてほしい事業は、独居高齢者の見守り強化（24％）、病気等への移 

送（17.9％）、子育て支援の充実（13.7％）、買い物代行（10.3％）の回答があ 

った。 

・助け合いながら安心して暮らすためには、身近な場所での相談窓口の充実 

（16.3％）、みんなが参加できる自立した住民自治の地域づくり（12％）との回 

答があった。 

 

 ※アンケート調査結果については資料編に載せております。 
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（２）第２回策定委員会開催、グループワーク実施による意見 

 □ 社会福祉協議会について 

    ・社協の認知が薄い 

    ・保健福祉課と社会福祉協議会の事業の区別が難しい 

    ・行政の事業は法律があり縛りがあるが、社協は自由にできることが多い。 

    ・社協で行っている事業の多さを知った。 

 

 □ 現在の福祉事業について 

・電話サービスの利用が減ってきており、訪問したほうが良いのではないか 

    ・まごごろボタン、孤独死の問題、要件が当てはまらなくても希望者には有償で 

設置したほうがいいのではないか。 

    ・社協の事業の利用の方法がわからない人がいるのではないか 

    ・ゴミ出し支援は、近所のつながりで行っている人がいるのでないか。 

（ポランティアポイントの利用での認知度が必要） 

     

  □ 社協に求めていくもの 

    ・古い事業を新しい事業に切り替えていく必要があるのではないか 

    ・成年後見制度の行政と社協での役割分担が必要ではないか 

    ・ボランティア活動の充実が必要ではないか（子ども、子育て、少年団・部活動） 
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第２章 基本的な考え方 

 

１ 基本理念 

   本計画は、南幌町地域福祉計画に掲げる「いつまでも、住み慣れた地域で、ともに 

支え合い、安心して暮らせるまちづくり」を基本に「町民が元気で健やかに暮らせる 

まちを目指して」を基本理念とします。 

 

「町民が元気で健やかに暮らせるまちを目指して」 

 

２ 基本目標 

① 地域福祉を担う人づくり 

     みんなが安心して暮らせる地域福祉を推進するためには、活動の担い手が必要 

であり、それらが広がっていくことの仕組みが必要となります。 

     地域にいる人材を各種事業や住民が集う交流（ボランティアフェスタなんぽろ 

等）を通じ、福祉に対する理解を深め、ボランティア活動を担う人材の育成を行 

うとともに自主的な活動へと広がっていくような環境づくりを進めていきます。 

 

 

② みんなで支え合う地域づくり 

     各行政区・町内会においての活動（サロン等）を充実させることで地域課題の 

    発見・対応や高齢者対策、特に一人暮らしの高齢者の生活実態、災害時における

安否確認や避難所までの避難行動などに備えていく必要があるため、お互いが見

守り、声掛けを行うなど、支え合い、つながるような地域づくりを進めていきま

す。 

 

 

③ 安心・安全な暮らしづくり 

     町民が安心・安全な暮らしを続けることができるまちづくりをするためには、 

相談支援体制や情報提供体制を充実させ、本人が希望する生活を送ることができ 

るよう、必要な支援につなげる仕組みづくりを進めていきます。 
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取組の体系 

基本目標① 地域福祉を担う人づくり 

      （１）福祉教育活動の推進 

         ・ボランティア協力校による実践活動への支援・協力 

         ・職場体験学習の受け入れ 

         ・子ども会育成連絡協議会への支援 

 

      （２）福祉に携わる人材育成 

         ・ボランティア養成講座の実施 

         ・ボランティア活動の普及拡大に向けた支援・協力 

         ・民生児童委員との連携 

         ・社協役員・職員の研修 

 

 

基本目標② みんなで支え合う地域づくり 

      （１）住民参加 

         ・ひだまりサロンによる地域コミュニティー活動支援 

         ・ふれあい交流会 

         ・介護支援ボランティアポイント事業 

         ・共同募金事業 

         ・フードパンドリー事業 

         ・困りごと、担い手調査の実施 

 

      （２）世代間交流 

         ・地域交流食堂（みんなのちいき食堂） 

         ・ボランティアフェスタなんぽろの開催 

 

      （３）子育て支援 

         ・社協保有備品の貸し出し 

 

基本目標③ 安心・安全な暮らしづくり 

      （１）交通 

         ・移送サービス事業（受託事業） 

         ・らくらくサービス事業（独自事業） 
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      （２）生活支援 

         ・電話サービス事業 

         ・高齢者ゴミ出しサービス事業 

         ・配食サービス事業 

 

      （３）災害時・緊急時支援 

         ・災害ボランティアセンター設置運営機能の整備 

 

      （４）健康・介護予防 

         ・ひだまりサロン事業 

         ・高齢者いきいき健康マージャン事業 

         ・ふまねっと教室 

         ・老人クラブ連合会 

 

      （５）情報の提供 

         ・町広報誌、社協だより、ホームページの活用 

 

      （６）生活援護支援 

         ・生活困窮者の相談支援 

         ・無料法律相談会 

         ・歳末たすけあい見舞金配布事業 

         ・歳末たすけあい見舞品配布事業 

 

      （７）福祉サービスの提供 

         ・車いす貸付事業 

         ・福祉杖給付事業 

         ・各種団体への活動支援 

 

      （８）権利擁護 

         ・日常生活自立支援事業 

         ・生活福祉資金貸付事業 
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第３章 施策の展開 

 

基本目標①  地域福祉を担う人づくり 

（1）福祉教育活動の推進 

〇現状と課題 

   ・町内にある南幌小学校、南幌中学校、令和８年度より南幌養護学校の３校をボラ

ンティア協力校に指定し、共同募金活動などに協力をいただいております。 

   ・中学生の福祉教育（３年生）を年１回行っております。 

   ・職場体験学習の受け入れを行っております。（中学２年生・養護学校高等部） 

   ・子ども会育成連絡協議会と連携し、「たくみ祭り」、「ボランティアフェスタなんぽ

ろ」に協力しております。 

 

  〇今後の方向性 

   ・若い人が福祉やボランティア活動に関心を持ってもらうよう取り組みます。 

   ・小、中学生がボランティア活動に参加できる機会を設けていきます。 

 

社協の施策 

番号 施策（事業名） 事業概要 

１ ボランティア協力校による 

実践活動への支援・協力 

 児童・生徒たちが様々な体験・活動を通じ 

て福祉教育を推進していきます。 

２ 職場体験学習の受け入れ  中学２年生、養護学校高等部の生徒を職場

体験を受け入れ、共同募金の街頭募金活動や

社協事業の体験、ボランティアフェスタなん

ぽろ開催に係る作業を行ってもらう。 

３ 子ども会育成連絡協議会への 

支援 

 子ども会の発展向上と青少年の健全育成に

寄与することを目的に毎年「たくみ祭り」を

開催している。 

 お祭りを通じて、子どもたちの企画立案能

力の向上や責任感・指導力の醸成、子どもリ

ーダーの養成など福祉教育活動を行っており

ます。 

 活動の推進のための助成金の交付や活動に

対する協力を行います。 
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（２）福祉に携わる人材育成 

〇現状と課題 

   ・地域福祉の担い手として、ボランティアが必要となりますが、ボランティア団体

の解散による団体数の減と高齢化に伴い会員数の減が課題となっております。 

   ・ボランティアの担い手不足及びボランティア活動における質の向上を図るため、

養成講座を行っております。 

   ・ひとり暮らしの高齢者や生活困窮者等の地域の状況については民生委員、児童委

員の協力は重要な役割を果たしております。連携を図り状況の把握や問題の解決に

努めていきます。 

 

  〇今後の方向性 

   ・ボランティアの機能強化のため、活動者を養成する講座や若い世代や子どもなど

ボランティア誰でも参加できる仕組みづくりが求められます。 

   ・ボランティアコーディネート機能を果たしています。 

   ・ひきこもり就労支援の協力 

 

社協の施策 

番号 施策（事業名） 事業概要 

４ ボランティア養成講座の実施  ボランティア活動における質の向上を図る

ためボランティアを養成します。 

５ 

 

ボランティア活動の普及拡大

に向けた支援・協力 

 ボランティア団体における活動の推進のた

め助成金の交付や活動に対する協力を行いま

す。 

６ 民生委員・児童委員との連携  地域のひとり暮らし高齢者、生活困窮者な

どの状況調査など連携を行っていきます。 

７ 社協役員・職員の研修  先進地視察や研修会に参加し、社協の資質

向上に努めます。 
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基本目標②  みんなで支え合う地域づくり 

（1）住民参加 

〇現状と課題 

   ・地域の人々が中心となり地域で高齢者を中心に誰でも気軽に立ち寄れる「なんぽ

ろカフェサロン」を月に１～２回程度、お茶を飲みながらお話しをしたり、ゲーム

や体操などを行っております。今後は新規開設の働きかけを行います。 

   ・ひとり暮らしの高齢者には、引きこもりや孤独にならないよう、「ふれあい交流会」

を実施しております。 

   ・ボランティア参加の取り組みとして、社協の事業又は、介護施設等でボランティ

アとして支援をいただいた方に「介護支援ボランティアポイント」を付与し、地域

貢献とボランティア活動の促進を行っていきます。 

   ・共同募金活動（赤い羽根募金・歳末たすけあい募金）は、町民、団体、企業等よ

り「募金」を通じて、町民一人ひとりが福祉を考える機会として展開しております。 

    集まった「募金」は福祉事業や福祉団体の活動支援に努めます。 

   ・家庭で食べきれない食品を食糧支援を必要とする方へ届ける「フードパンドリー」 

   を行っております。 

 

  〇今後の方向性 

   ・地域（行政区・町内会）で支えていく仕組みづくり 

   ・地域（行政区・町内会）と社会福祉協議会が事業、課題について連携する体制づ

くり。 

 

社協の施策 

番号 施策（事業名） 事業概要 

８ サロンによる地域コミュニテ

ィー活動支援（受託事業） 

 地域づくりなんぽろカフェサロンへ運営助

成金交付や運営支援、新規開設の働きかけを

行います。 

９ ふれあい交流会  ７０歳以上のひとり暮らしの高齢者を対象

にレクレエーションを行い、交流を深め、楽

しい時間を過ごすこととしております。 

１０ 介護支援ボランティアポイン

ト事業（受託事業） 

 社協事業又は、町内の介護施設等における

介護支援ボランティア事業について、ボラン

ティア活動を通じて、社会参加や地域貢献を

促進し、住民自身の健康増進及び介護予防を

推進する。 

１１ 共同募金事業  共同募金を財源とする事業の周知を行い、

募金への理解促進を図る。 
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１２ フードパンドリー事業  家庭で余っている食品や企業、農家等から 

提供を受けた食品を必要な家庭にお渡しして

います。 

1３ 困りごと、担い手調査の実施 

（新規事業） 

 日常生活において、ちょっとした困りごと

を必要とする人と協力してくれる人を調査

し、ボランティアマッチングシステムにつな

げる。 

 

 

 

（２）世代間交流 

〇現状と課題 

   ・農閑期の冬の時期に外出機会が少ない中で、三世代の方々が「ふれあい」・「支え

合い」・「助け合い」の場として、各団体のボランティアが集まり、昼食を提供する

「みんなのちいきの食堂」を行います。 

 ・ボランティア団体が参加し、活動内容等を参加者に知ってもらう機会をつくり、ボ

ランティア同志の交流のため、ボランティアフェスタなんぽろを開催し、ボランテ

ィア活動に参加してもらう仕組みを目指します。 

 

 〇今後の方向性 

   ・各事業を行うには人材の確保が必要となることから、団体に入会することではな

く、気軽に参加出来るような体制づくりを目指します。 

   ・みんなのちいき食堂、ボランティアフェスタなんぽろ等の事業において、開催ポ

スターを公共施設等に掲示し、住民周知を行います。 

 

社協の施策 

番号 施策（事業名） 事業概要 

１４ 地域交流食堂 

（みんなのちいき食堂） 

 三世代の方々が「ふれあい」・「支え合い」 

「助け合い」の場として、各団体のボランテ 

ィアが集まり、昼食を提供する「みんなの 

ちいき食堂」を行います。 

１５ ボランティアフェスタなんぽ

ろの開催 

 ボランティア・福祉活動について町民に理

解を得る事業として行っております。 
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（３）子育て支援 

〇現状と課題 

   ・町内会行事等で社協保有備品の貸し出しを行っております。 

 

  〇今後の方向性 

   ・共同募金助成金を活用して、地域のお祭り等で使用する備品を整備します。 

 

 

 

社協の施策 

番号 施策（事業名） 事業概要 

１６ 社協保有備品の貸し出し  社協にあるレクレエーション備品等を無償 

で貸し出します。 
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基本目標③  安心安全な暮らしづくり 

（1）交 通 

〇現状と課題 

   ・移送サービス（町受託事業）事業により公共交通機関を利用できない要介護高齢

者や障がい者への通院送迎サービスを行っています。 

   ・移送サービス事業に該当されない方につきましては社協の福祉有償運送サービス 

（らくらくサービス）を行っております。 

   ・あいくるで開催される事業について、「あいるーと」利用している方がいます。 

 

  〇今後の方向性 

   ・町内医療機関では対応できない専門病院への通院や高齢者の運転免許証の返納な 

どにより、今後利用者増が見込まれます。 

   ・運転手の確保が課題となり、高齢者事業団と連携を図り運転手の確保に努めます。 

 

社協の施策 

番号 施策（事業名） 事業概要 

１７ 移送サービス事業 

（町受託事業） 

 普通自動車において外出が困難な障がい者

及び要支援・要介護者へ通院のための送迎サ

ービスを行います。 

１８ らくらくサービス事業 

（独自事業） 

 移送サービス事業の利用制限を超えた方な

ど移送サービス事業を利用できないための福

祉有償運送サービスを行います。 

 

（２）生活支援 

〇現状と課題 

   ・毎週木曜日に６５歳以上の方を対象にボランティアによる「電話サービス事業を

行っております。 

   ・高齢者、障がい者のゴミ出しが困難な方に地域のボランティアの協力をいただき

「ゴミ出しサービス事業」を行っております。 

   ・ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯等日常生活が不自由な方に対し配食サービス

事業を行っております。 

 

  〇今後の方向性 

   ・ボランティアの確保が必要となります。 

・町内会と行政区において地域の方の支援が必要となります。 
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社協の施策 

番号 施策（事業名） 事業概要 

１９ 電話サービス事業 

 

 おおむね６５歳以上の方を対象に、話し相

手が欲しい方、孤独を感じている方、安否確

認をしてほしい方などボランティアが電話で

お話を行います。 

２０ 高齢者ゴミ出しサービス事業  高齢者、障がい者の方でゴミ出しが困難な

方にボランティアがゴミ出しを行います。 

２１ 配食サービス事業 

（町受託事業） 

ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯など日

常生活が不自由な方に対し配食サービスを行

い、食生活の改善を通じて健康保持を図ると

ともに利用者の安否確認や孤独感を和らげる

などの在宅支援を行います。 

 

（３）災害・緊急時の支援体制 

〇現状と課題 

   ・平成２６年１２月に南空知９市町社会福祉協議会における災害時相互支援協定書

の締結を行いました。 

   ・令和２年３月に南幌町災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルを作成し

ました。 

   ・令和２年１１月に南幌町災害ボランティアセンターの設置及び運営に関する協定

書の締結を行いました。 

   ・令和３年１１月に自然災害発生時における災害ボランティアセンター支援に関す

る協定書の締結を行いました。 

   ・南幌町防災訓練、赤十字奉仕団研修会に社協ボランティアが参加し、炊き出しの

お手伝いを行いました。 

 

  〇今後の方向性 

・ボランティアの確保が必要となります。 

・町内会、行政区と連携を行い、独居高齢者、避難困難者の把握、共有の取り組みを

行っていきます。 

   ・南幌町災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの改訂。 

   ・南幌町災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施 
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社協の施策 

番号 施策（事業名） 事業概要 

２２ 災害ボランティアセンター設

置運営機能の整備 

 

 災害ボランティアセンター設置・運営マニ

ュアルを随時更新と大規模災害時における災

害ボランティアセンター設置についてスムー

ズに行えるように努めます。 

 

（４）健康・介護予防 

〇現状と課題 

   ・月２回程度「あいくる」において、ボランティアの協力を得ながら身体ケア体操

を中心としたさまざまな内容で「ひだまりサロン」を実施し、仲間づくりや助け合

いの機会の創出につながっております。 

・介護予防事業として、賭けない・吸わない・飲まないをモットーに高齢者いきい

き健康マージャンを行っております。 

   ・介護予防事業として、ふまねっと運動を行っております。社協事業や地域のカフ

ェサロンにおいて行っております。 

   ・老人クラブ連合会主催のパークゴルフ大会や福祉スポーツ大会、研修事業を行い、

仲間づくり、交流を図っております。 

 

  〇今後の方向性 

   ・各事業とも指導者の確保が必要となります。 

   ・ふまねっと運動の普及について検討する必要があります。 

・老人クラブに加入する人が減少します。 

 

社協の施策 

番号 施策（事業名） 事業概要 

２３ ひだまりサロン事業  月２回程度、誰でも気軽に立ち寄っておし

ゃべりができる場所を作る目的で開催してお

ります。 

２４ 高齢者いきいき健康マージャ

ン事業 

 

 毎週火、木曜日午後に開催しております。

麻雀をしてみたい初心者の方の初心者コース

もあります。 
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２５ ふまねっと教室  50 ㎝四方のマス目の網を踏まないようにリ

ズムに合わせ足を上げ下ろしする運動です。

あみの上を歩く時は注意が必要なため、緊張

感が必要となり、転倒防止に必要な注意力の

改善につながります。 

月２回、サポーターによる教室を開催する

とともに地域のカフェサロン等でも行ってい

ます。 

２６ 老人クラブ連合会  事務局を担っており、春のパークゴルフ大

会、夏、秋には日帰りの研修旅行、雪が降る

前には福祉スポーツ大会を行っております。 

 

（５）情報の提供 

〇現状と課題 

   ・広報誌の社協だよりを年３回（５月・10 月・2 月）発行しております。そのほか

については町広報を活用しております。 

   ・町のホームページに社協の情報がありますが、町民には浸透していないと思われ

ます。 

   ・社協事業で対象者限定なものについては、有線放送、LINE 配信ができない状況と

なっております。 

 

  〇今後の方向性 

   ・社協単独のホームページ開設を検討します。 

   ・デジタル掲示板の設置。 

   ・事業時にのぼりを設置し事業を周知する。 

   ・社協事業の周知を町広報に折り込みチラシを入れる。 

 

社協の施策 

番号 施策（事業名） 事業概要 

２７ 町広報誌、社協だより、ホー

ムページの活用 

 広報誌の掲載とホームページを更新し、情

報の提供を行います。 

 

（６）生活援護支援 

〇現状と課題 

   ・生活困窮者の相談体制として、行政や自立相談支援事業所の「そらち生活サポー

トセンター」と連携を行い生活困窮者の自立支援に向けて支援していきます。 

   ・町民の生活上の心配ごとや悩み事などについて弁護士による無料弁護士相談を行
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っております。 

   ・町内の社会福祉法人施設及び医療法人施設、在宅障がい者等及び７５歳以上のひ

とり暮らしの高齢者に歳末たすけあい募金を活用し、見舞金及び見舞品を配布して

おります。 

 

  〇今後の方向性 

   ・今後、対象者（７５歳以上）が増えて行くので財源の確保が必要となります。 

 

社協の施策 

番号 施策（事業名） 事業概要 

２８ 生活困窮者の相談支援  生活困窮者の生活支援に対する相談は行

政、専門機関との連携を図り対応します。 

２９ 無料法律相談会 毎月第４金曜日午後より札幌弁護士会の弁

護士による無料法律相談会を行っておりま

す。（南空知４町共同事業） 

３０ 歳末たすけあい見舞金配布事

業 

 町内の社会福祉法人施設、医療法人施設及

び在宅障がい者等に対し歳末たすけあい募金

を活用し歳末見舞金を配布しております。 

３１ 歳末たすけあい見舞品配布事

業 

 町内の７５歳以上のひとり暮らしの方に新

年を迎えるにあたりお正月用の食品を配布し

ております。 

 

 

（７）福祉サービスの提供 

〇現状と課題 

 ・車いすを必要とされる方に一時的に無償で貸し出しを行っております。 

   ・高齢者、障がい者が歩行することが困難な方に杖の無償給付を行っております。 

・福祉活動団体に助成金を交付して活動支援を行っております。各団体におきまして

は新規会員が少なく、会員が減少傾向となっております。 

 

  〇今後の方向性 

   ・備品の老朽化に伴う更新 

   ・備品（車いす）の有償化 

   ・会員減少に伴う助成額の見直し及び継続的な支援 
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社協の施策 

番号 施策（事業名） 事業概要 

３２ 車いす貸し出し事業  介護保険の対象とならない方や急に車いす

が必要とされる方へ一時的に車いすを貸し出

しします。 

３３ 福祉杖給付事業 高齢者、障がい者の方で歩行が困難な方に

杖の無償給付を行っております。 

３４ 各種団体への活動支援 各福祉団体の支援として、活動事業におけ

る助成金を行います。 

 

 

（８）権利擁護 

〇現状と課題 

 ・高齢者、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方が地

域で安心して暮らせるよう日常生活の相談や福祉サービスの手続き、金銭管理等の

支援を行っております。 

   ・生活困窮者へ自立生活を促す足掛かりとして、独自事業の「愛情銀行」貸付事業

や北海道社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付」事業や「生活困窮者安心サポート」

事業の窓口相談業務を行っております。 

 

  〇今後の方向性 

   ・日常生活支援員の確保。 

   ・ひとり暮らしの高齢者等の方々に対して、「死亡時の葬儀費用等補助」、「死後事務

委任契約事業」など、日常生活自立支援事業見直しに対する事業の検討。 

 

 

社協の施策 

番号 施策（事業名） 事業概要 

３５ 日常生活自立支援事業  日常生活についての相談や生活費の管理を

行い支援します。 

３６ 生活福祉資金貸付事業 北海道社会福祉協議会における貸付事業や

安心サポート事業及び独自貸付事業「愛情銀

行貸付」事業への相談対応を行います。 
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第４章 計画の推進に向けて 

 

１ 計画の推進体制の整備と計画管理 

  計画の推進については、社会福祉協議会において具体的な方策等を検討し、町保健福 

祉課、地域住民、関係機関と連携した取り組みを進めていきます。 

 

 

２ 計画の普及・啓発 

  本計画を推進していく上では、計画の目指す地域福祉の方向性や取り組みについて、 

町民をはじめとする計画に関わる全ての人が参加し、取り組んでいくという共通認識を 

もつことができるように、広報やホームページを活用し、町民に周知を行い、計画の普 

及・啓発を行います。 

 

 

３ 計画の検証と見直し 

  実践計画は６年間にわたる計画であり、地域の課題や住民ニーズの多様化、国の福祉

政策の変更等に対し見直し等を行うとともに、毎年度計画についての評価を職員で行い、

５月の理事会、６月の評議員会で報告をするとともに１０月発行の社協だよりで報告し

ます。 

  また、中間年において見直しを行い、新たな課題に対応するとともに、事業の進捗状

況等を整理しながら実情に合った計画とします。 
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